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サステナビリティ基本方針の制定及び、 

サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、サステナビリティ基本方針の制定及びサステナビリティ推

進委員会の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

  

１． サステナビリティ基本方針の制定 

当社はこれまで、「より多くの人々が幸せに暮らせる住環境を創造し、豊かな社会作りに貢献する」

というグループ経営理念に基づきサステナビリティ経営を実践してまいりましたが、活動をより一層加

速させるために、今般サステナビリティ基本方針として明文化することといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

２． サステナビリティ推進委員会の設置 

⑴委員会設置の目的 

サステナビリティ基本方針に基づき、取締役会による監督のもと当社グループにおけるサステナ

ビリティ経営を推進するための意思決定機関として、本委員会を設置いたしました。 

 

⑵委員会の役割 

サステナビリティに関連する方針や戦略の作成、目標設定やその進捗状況のモニタリング及び評

価、諸施策の審議等を行います。 

 

⑶委員会の構成 

当社社長を委員長とし、主要子会社の社長を委員として構成いたします。 

 

 

以 上 


